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Ⅰ 保険医、保険医療機関の責務 

 

 

 １ 保険医、保険医療機関   

 

(1) 保険医とは 

 健康保険法の規定により、「保険医療機関において健康保険の診療に従事する歯

科医師は、厚生労働大臣の登録を受けた歯科医師でなければならない。」（健康保険

法第 64 条）とされている。 

 

(2) 保険医登録とは 

 歯科医師国家試験に合格し、歯科医師免許を受けることにより自動的に保険医と

して登録されるわけではない。歯科医師が保険診療を担当したいという自らの意思

により、勤務先医療機関の所在地（勤務していない場合は住所地）を管轄する地方

厚生(支)局長（所在地を管轄する地方厚生(支)局の事務所がある場合には、当該事

務所を経由して行う）へ申請する必要がある。また、申請後交付された保険医登録

票は適切に管理し、登録内容に変更が生じた時には速やかに（変更の内容によって

は保険医登録票を添えて）届け出る必要がある。（健康保険法第 71 条）               

 

2 医療機関と保険医療機関   

医 療 機 関 で あ る 病 院 、診 療 所 は 、医 療 法 で 規 定 さ れ て い る 、公 衆 又 は 特

定 多 数 人 の た め の 医 業 を 行 う 場 所 で あ る 。  

保 険 医 療 機 関 は 、健 康 保 険 法 等 で 規 定 さ れ る 療 養 の 給 付 を 行 う 病 院 、診

療 所 で あ り 、保 険 医 療 機 関 は 病 院 、診 療 所 の 開 設 者 の 申 請 に よ り 厚 生 労 働

大 臣 が 指 定 す る 。保 険 医 療 機 関 は 療 養 担 当 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、療

養 の 給 付 を 担 当 し な け れ ば な ら ず 、療 養 の 給 付 に 要 す る 費 用 の 額 は 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。  

 

  保険医・保険医療機関の責務 

 「保険医療機関において診療に従事する保険医は、厚生労働省令の定めるところ

により、健康保険の診療に当たらなければならない。」（健康保険法第 72 条）とさ

れている。 

 ここでいう厚生労働省令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則（療養担当規

則）」と呼ばれるものであり、保険診療を行うに当たって、保険医療機関と保険医

が遵守すべき基本的事項を定めたものである。 

 

  主な関係法令 

歯科医師法・医療法・薬事法等は保険診療の前提として遵守する必要がある。 

 

免許（第２条） 

歯科医師法 

相対的欠格事由（第 4 条） 

次の各号のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある。 
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一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者 

二 麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者 

三 罰金以上の刑に処せられた者 

四 医事に関し犯罪又は不正の行為があった者 

免許の取消、医業の停止（第 7 条） 

２ 歯科医師が相対的欠格事由のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損す

るような行為があったときは次に掲げる処分をすることができる。 

一 戒告 

二 三年以内の歯科医業の停止 

三 免許の取消し 

診療に応ずる義務等（第 19 条） 

診療に従事する歯科医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がな

ければ、これを拒んではならない。 

診察をなした歯科医師は、診断書の交付の求めがあった場合は、正当な事由がな

ければ、これを拒んではならない。 

無診察治療等の禁止（第 2１条） 

 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書もしくは処方せんを交付し

てはならない。（保険診療としても当然認められない。） 

（無診察治療の例） 

・ 定期的に歯科訪問診療を行っている患者に対し、歯科医師が診察、指示等を行

わずに歯科衛生士等のみが診療行為を実施。 

→ 診療録に歯科医師の診察に関する記載が全くない、又は診療行為に係る記載が

ないと無診察治療が疑われかねない。このようなことを避けるために診療録に必要

な事項を十分に記載する必要がある。 

 処方せんの交付義務（第 21 条） 

歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合

には、患者又は現にその看護に当たっている者に対して処方せんを交付しなければ

ならない。 

 診療録の記載及び保存（第 23 条） 

歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しな

ければならない。 

※ 忙しいから週末にまとめて診療録を記載する等はしてはいけない。 

※ また、歯科では、診療録の作成にレセプトコンピュータ（いわゆる「レセコン

」）を用いる場合が多いが、レセコンは電子カルテとは異なり、診療行為を入力し

た後に紙に印刷し、その紙に診療した歯科医師が署名又は記名押印して初めて診

療録となる。即ち、レセコンに入力したのみで紙への印刷をしていなければ、診

療録が存在しないと判断されることがあるので注意すること。 

診療録は、5 年間保存しなければならない。病院又は診療所に勤務する歯科医師

の診療録については、病院又は診療所の管理者が保存し、それ以外の診療録につい

ては、歯科医師本人が保存する。 

 

定義（第2条） 

歯科衛生士法 
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歯科衛生士とは、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置を行

うことを業とする。 

 

歯科技工指示書（第18条） 

歯科技工士法 

歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の

指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又

は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示

に基いて行う場合は、この限りでない。 

指 示 書 の 保 存 義 務 （ 第 19条 ）  

病院、診療所又は歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた

歯科技工に係る指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して２年間、保存しなけ

ればならない。 

 

禁止行為（ 第２４条）  

診療放射線技師法 

医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、放射線を人体に対して照射する業を

してはならない。 

 

 ２ 保険診療の基本的ルール   

 

 

○ 保険診療は、健康保険法等の各法に基づく、保険者と保険医療機関との間の「公法

上の契約」による契約診療である。 

○ 保険医療機関及び保険医であるということは、健康保険法等で規定されている保険

診療のルール（契約の内容）を熟知していることが前提となる。 

○ 保険医が保険診療を行うにあたっては、保険診療のルールを遵守する必要がある。 

 

 

保険診療として診療報酬が支払われるには、次の条件を満たさなければならない。 

①保険医が 

②保険医療機関において 

③健康保険法, 歯科医師法, 医療法, 薬事法等の各種関係法令の規定を遵守し 

④「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の規定を遵守し 

⑤歯科医学的に妥当適切な診療を行い 

⑥診療報酬点数表に定められたとおりに請求を行っていること 
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Ⅱ 保険医療機関及び保険医療養担当規則  

 

保険診療を行う上で保険医療機関と保険医が遵守すべき事項として厚生労働大臣が定め

たものであり、大きく以下の事項につき取りまとめられている。 

・第１章：保険医療機関の療養担当 

      療養の給付の担当範囲、担当方針 等 

・第２章：保険医の診療方針等 

      診療の一般的・具体的方針、診療録の記載 等   

 

(1)療養の給付の担当方針（第 2 条） 

保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 

保険医療機関が担当する療養の給付は、患者の療養上妥当適切なものでなければなら

ない。 

 

(2)適正な手続の確保（第 2 条の 3） 

保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生(支)局

長に対する申請、届出等及び療養の給付に関する費用の請求に係わる手続を適正に行わ

なければならない。 

 （例）7 対 1 入院基本料で届け出をしていた保険医療機関が看護師の減少により看護基

準を満たすことができなくなった場合、保険医療機関は速やかに地方厚生(支)局

に変更等の届け出を行わなければならない。 

 

(3)特定の保険薬局への患者誘導の禁止（第 2 条の 5）（19 条の 3）（第 23 条） 

患者に対して、「特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等」を行ったり

、「指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益」を受け

ることは、療養担当規則により禁止されている。 

なお、保険医が交付した処方せんに関し、保険薬局の保険薬剤師から疑義の照会があ

った場合には、適切に対応する必要がある。 

 

(4)特殊療法・研究的診療等の禁止（第 18 条）（第 19 条）（第 2１条） 

歯科医学的評価が十分に確立されていない「特殊な療法又は新しい療法等」の実施、

「厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物」の使用、「研究の目的」による検査の実施

などは、保険診療上認められるものではない。 

（例外） 

・先進医療（高度医療を含む）による一連の診療 

・治験による薬剤の投与や、これに伴う一連の検査 

 

(5)健康診断の禁止（第 2１条） 

   健康診断は、保険診療として行ってはならない。 

 

(6)濃厚（過剰）診療の禁止（第 2１条） 

検査、投薬、注射、手術・処置等は、診療上の必要性を十分考慮した上で、段階を踏

んで必要の範囲内で行う必要がある。 
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(7)適正な費用の請求の確保（第 23 条の 2） 

保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養

の給付に関する費用の請求が適切なものとなるよう努めなければならない。 

「請求関係は受付に一任しているのでこんな請求がされているとは知らなかった。」 

「院長に雇われている立場なので確認できる状況でなかった」 

というようなことがないように保険医はレセプトを確認する努めがある。 

 

Ⅲ  歯科診療報酬点数に関する留意事項 

 

 １ 診療録（カルテ）  

 

 

○ 診療報酬請求の根拠は、診療録にある。 

○ 診 療 録 記 載 は 歯 科 医 師 法 、 療 養 担 当 規 則 に 基 づ く 重 要 な 義 務 で あ る 。  

 

 

(1) 診療録とは 

 診療録（カルテ）は、診療経過の記録であると同時に、診療報酬請求の根拠でもあ

る。診療事実に基づいて必要事項を適切に記載していなければ、診療報酬請求の根拠

がないと判断される場合がある。 

 

(2) 診療録に関する規定 

①診療録の記載（歯科医師法第 23 条、療担第 22 条） 

・ 歯科医師は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、必要な事項を診療録に

記載しなければならないとされており、さらに歯科医師法においては違反した場

合での罰則も規定されている。（50 万円以下の罰金） 

②診療録の整備、保存（歯科医師法第 23 条第２項、療担第 8 条、第９条） 

・ 保険診療に必要な事項を記載し、他の診療録と区別しなければならない。 

・ 患者の診療録は、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

・ 療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録は、その完結の日から３年

間保存しなければならない。 

 

(3) 記載上の留意点（一例） 

・ 診療の都度、診療の経過を記載する。必然的に、外来患者であれば受診の都度、

入院患者であれば原則として毎日、診療録の記載がなされることになる。 

・ 診療録に記載すべき事項が、算定要件として定められている診療報酬点数の項目

があることに留意する。 

・ 修正等の履歴が確認できるよう、記載はペン等で行うとともに、修正は修正液・貼

り紙等を用いず二重線で抹消し行う。 

・ 責任の所在を明確にするため、記載の都度、署名又は記名押印を必ず行う。また

レセコンで作成した診療録については、たとえ保険医療機関に従事する歯科医師が
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1 人しかいない場合であっても上記同様、記載の都度、署名又は記名押印を必ず行

うこと。 

 

(4) 医療情報システム（電子カルテ等）に関する留意点 

・ 端末使用開始前に、ログアウトの状態であることを確認すること。また、席を離

れる際には必ずログアウトすること。 

・ パスワードは定期的に見直し、不正アクセスの防止に努めること。また、パスワ

ード等を記したメモ等を端末に掲示等しないこと。 

・ 歯科医師が他の者（例えば看護師、歯科衛生士、歯科助手等）にパスワードを伝

達し、食事、臨時処方等のオーダーの入力代行等をさせることのないようにするこ

と（場合によっては、当該看護師等の無資格診療を問われる可能性がある。）。 

・ 電子カルテにおいても紙カルテと同様に、修正等の履歴が確認できるシステムが

構築されていること。 

 

 ２ 傷 病 名   

 

 

○ 診断の都度、医学的に妥当適切な傷病名を、診療録に記載する。 

○ いわゆる「レセプト病名」を付けるのではなく、必要があれば症状詳記等で説

明を補うようにする。 

 

 

(1) 傷病名記載上の留意点 

・ 歯科医学的に妥当適切な傷病名を主治医自ら付けること。請求事務担当者や受付

が主治医に確認することなく傷病名を付けることは厳に慎むこと。 

・ 診断の都度、診療録（電子カルテを含む。）の所定の様式に記載すること。なお

、電子カルテ未導入の医療機関において、「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」に未準拠のオーダーエントリーシステムに傷病名を入力・保存して

も、診療録への傷病名の記載とは見なされないため、必ず診療録自体に記載するこ

と。 

・ 慢性・急性の区別、部位・上下左右の区別を記載すること。 

・ 診療開始年月日、終了年月日を記載すること。 

・ 傷病の転帰を記載し、病名を逐一整理すること。特に、急性病名が長期間にわた

り継続するのは不自然な場合があるので、適宜見直しをすること。 

・ 疑い病名は、診断がついた時点で、速やかに確定病名に変更すること。また、当

該病名に相当しないと判断した場合は、その段階で中止とすること。 

 

(2) 症状詳記 

 レセプト上の傷病名等のみで診療内容の説明が不十分と思われる場合は、請求点数

の高低に関わらず、「摘要欄」や「症状詳記」で補う必要がある。 

・ 当該診療行為が必要な具体的理由を、簡潔明瞭かつ正確に記述すること。 

・ 客観的事実（検査結果等）を中心に記載すること。 

・ 診療録の記載やレセプトの内容と矛盾しないこと。 
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(3) いわゆる「レセプト病名」について 

 保険適応外の診療行為や医科領域疾患を適応とする投薬を保険請求するためにレセ

プト作成のためのみに用いられる、実態のない架空の傷病名（いわゆる「レセプト病

名」）を用いてレセプトを作成することは、極めて不適切であり、返還の対象となる

だけでなく、不正請求とも判断されかねないものである。  

 

Ⅳ  保険診療に関するその他の事項  

 

 

 １ 診療報酬明細書（レセプト）の作成   

 

(1) レセプトへの関与について 

 診療報酬明細書（レセプト）は、院長や請求事務部門が単独で作成するものではな

く、保険医も作成の一翼を担っていることを十分に認識する必要がある。 

 また、誤請求や不適切請求を未然に防ぐためにも、レセプトの作成を院長や請求事

務部門任せにするのではなく、主治医が自らレセプトの点検作業等に参加し、レセプ

ト作成に積極的に関わる必要がある。 

（参考：療養担当規則） 

第２３条の２（適正な費用の請求の確保） 

 保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う

療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。 

 

(2) レセプト点検のポイント 

 審査支払機関への提出前には、主治医自ら必ず診療録等と照合し、記載事項に誤り

や不備等がないか十分に確認する必要がある。 

 以下に、保険医がレセプト点検の際に注意すべき留意点の一例を示す。これらはあ

くまで参考であり、医療機関の診療体制の実態に応じて、適切なレセプトチェック体

制を院内全体で確立する必要がある。 

（レセプト点検時の注意点の一例） 

①傷病名 

・ 診療録に記載（あるいは医療情報システムに登録）した傷病名と一致してい

るか。 

・ 査定を防ぐことを目的とした実態のない架空の傷病名（いわゆる「レセプト

病名」）が記載されていないか。 

・ 疑い病名、急性病名等が長期にわたり放置されていないか。 

・ 診療開始日がレセプトと診療録とで一致しているか。 

②請求内容 

・ レセプトの請求内容は、診療録の診療内容と一致しているか。 

・  処置内容等が正しい記載欄に記載されていること。 

・  診療録への必要な記載事項が定められた項目の請求については、必要な事項が

きちんと診療録に記載されているか。 

・ 歯科医師がオーダーしていない医学管理料等が算定されていないか。また同一
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の医学管理料が、入院と外来とで重複して算定されていないか。 

・ 中止、取消した薬剤等が誤って算定されていないか。また、処置等に用いた薬

剤を投薬欄に記載するなど、誤った場所に記載されていないか。 

・ 処置名、術式は、実際に行った手術と合致しているか。 

・ 摘要欄の記載が適切に行われているか。 

 

(3) 症状詳記について 

 レセプト上の傷病名や請求項目のみでは診療内容に関する説明が不十分と思われる

場合は、診療から保険請求に至った経緯について「症状詳記」として作成し、レセプ

トに添付する必要がある。この際、検査データ等の客観的・具体的事実を簡潔明瞭に

記載することが望ましい。 

 

 ２ 患者から受領できる費用   

 

一部負担金等の受領について 

  療養担当規則の規定により、患者から受領できる費用の範囲が以下のとおり定めら

れている。これらの費用は、原則的に全ての患者から徴収する必要があり、特定の患

者（職員、職員家族等）に対して減免等の措置を取ってはならない。 

（患者に負担を求めることができるもの） 

① 患者一部負担金 

② 入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額 

③ 保険外併用療養費における自費負担額 

④ 療養の給付と直接関係ないサービス等の実費 

 

 ３ 保険外併用療養費制度について   

 

 保険外併用療養費制度は、保険外負担のあり方を抜本的に見直し、適正な医療の効

率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養を「評価療養」、特別の病室の

提供など被保険者の選定に係るものを「選定療養」としたものである。 

 

 「評価療養」とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療

養であって、将来的に保険給付の対象として認めるかどうかについて、適正な医療の

効率化を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの

をいい、基礎的な部分を保険外併用療養費として保険給付する制度である。 

 患者の不当な自己負担が生じないよう、例えば“先進医療”は医療機関等の届出に

基づき、厚生労働大臣の設置する先進医療専門家会議において個々の技術について審

査・承認し、その内容や費用を明確化するとともに、それらの情報の院内での掲示等

を義務付けている。 

（評価療養の種類） 

先進医療（高度医療を含む） 

        医薬品の治験に係る診療 

        医療機器の治験に係る診療 

        薬事法承認後で保険（薬価基準）収載前の医薬品の使用 

        薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用等 
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        保険（薬価基準）収載医薬品の適応外使用（公知申請されたもの） 

       保険収載医療機器の適応外使用（公知申請されたもの） 

 

 「選定療養」とは、患者の選択に委ねることが適当なサービスについて、患者が自

ら選択して追加的な費用を自己負担しつつ、基礎的部分について療養費の支給を受け

ながら診療を受けることを認める制度である。 

（選定療養の種類） 

特別の療養環境の提供 

予約診療 

時間外診察 

前歯部の金合金等 

金属床総義歯 

う蝕の継続的な指導管理  

200 床以上の病院の未紹介患者の初診  

200 床以上の病院の再診 

制限回数を超える医療行為 

１８０日を超える入院 

 

４ 自己診療、自家診療について   

 

(1) 自己診療について 

 歯科医師が、自身に対して診察し治療を行うことを「自己診療」といい、健康保険

法等に基づく現行の医療保険制度は、被保険者、患者（他人）に対して診療を行う場

合についての規定であるとされていることから、自己診療を保険診療として行うこと

については、現行制度下では認められていない。保険診療として請求する場合は、同

一の保険医療機関であっても、他の保険医に診察を依頼し、治療を受ける必要がある

。 

 

(2) 自家診療について 

  歯科医師が、歯科医師の家族や従業員に対し診察し治療を行うことを「自家診療」

という。 

自家診療を保険診療として行う場合は、加入する医療保険制度の保険者により取扱

いが異なる。保険診療として認められる場合は、診療録を作成し、必ず診察を行った

上で、その内容を診療録に記載し、一部負担金を適切に徴収するのは当然である。無

診察投薬、診療録記載の省略、一部負担金を徴収しない等の問題が起こりやすいため

、診察をする側、受ける側ともに注意が必要である。 

 

Ⅴ 健康保険法等に基づく指導・監査について  

 

(1) 指導について 

 保険診療の質的向上と適正化を目的として行われるものであり、保険医療機関、保

険医として指定、登録されたすべてが対象となり得る。 
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 指導には、集団指導、集団的個別指導及び個別指導がある。個別指導のうち、厚生

労働省・地方厚生(支)局・都道府県が共同して行うものを共同指導といい、特に大学

附属病院、臨床研修病院等を対象として行うものを特定共同指導という。 

 

(2) 監査について 

 診療内容及び診療報酬請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由が

あるときに行われる。監査後の行政上の措置として、保険医療機関、保険医の「取消

」「戒告」「注意」がある。 

 又、本来、「取消」を行うべき事例であるが、すでに保険医療機関が廃止され、又は

保険医が登録抹消している等の場合には、「取消相当」という扱いとし、「取消」と同

等に取扱われる。 

 なお、不正請求の代表例としては次のようなものがある。 

①架空請求  実際に診療を行っていない者につき診療をしたごとく請求する

こと。 

 診療が継続している者であっても当該診療月に診療行為がない

にもかかわらず請求を行った場合、当該診療月分については架空

請求となる。 

②
つ け ま し

付 増
 診療行為の回数(日数)、数量、内容等を実際に行ったものより

多く請求すること。 
請求 

③振替請求  実際に行った診療内容を保険点数の高い他の診療内容に振替え

て請求すること。 

④二重請求  自費診療で行って患者から費用を受領しているにもかかわらず

、保険でも診療報酬を請求すること。 

⑤その他の請求 ａ 歯科医師数、看護師等数の標欠 

ｂ 定数超過入院 

ｃ 非保険医の診療、業務上の傷病についての診療に関して請求

すること 

ｄ 保険医療機関以外の場所での診療に関して請求すること 

ｅ 保険請求できない診療行為(押し掛け往診、健康診断、無診察

投薬、自己診療等)等に関して請求すること。 

 

取消処分となった場合は原則 5 年間は再指定・再登録は行わないこととなっている

。 

 

(2) 保険医療機関・保険医等の取消／取消相当の状況（平成 22 年度） 

・保険医療機関等の指定取消／指定取消相当 … ２２件 

 保険医等の登録取消／登録取消相当    …  ２０名 

（特徴等） 

・ 保険医療機関等の指定取消処分（指定取消相当を含む。）の原因（不正内容）

を見ると、不正請求（架空請求、付増請求、振替請求、二重請求）がそのほとん

どを占めている。 
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資 料   保険医療機関及び保険医療養担当規則  

       （いわゆる「療担」、「療養担当規則」） 

 
 

○ 保 険 医 療 機 関 及 び 保 険 医 療 養 担 当 規 則  

（ 昭 和 32 年 ４ 月 30 日 

厚 生 省 令 第 15 号 ）  

（ 最 終 改 正 ； 平 成 22 年 3 月 5 日  厚 生 労 働 省 令 第 25 号 ）  

※ 下 線 部 は 24 年 3 月 改 正 部 分  

 

 健 康 保 険 法 （大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 第四 十 三 条 ノ 四 第 一 項 及 び 第 四 十 三 条 ノ 六 第 一 項 （こ れ ら の 規 定 を 同 法

第 五 十 九 条 ノ 二 第 七 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 き 、 並 び に 日 雇 労 働 者 健 康 保 険 法 （ 昭 和 二 十 八

年 法 律 第 二 百 七 号 ）及 び 船 員 保 険 法（ 昭 和 十 四 年 法 律 第 七 十 三 号 ）を 実 施 す る た め 、保 険 医 療 機 関 及 び 保 険 医 療 養

担 当 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  保 険 医 療 機 関 及 び 保 険 医 療 養 担 当 規 則  

目 次  

 第 一 章  保 険 医 療 機 関 の 療 養 担 当 （ 第 一 条 ― 第 十 一 条 の 三 ）  

 第 二 章  保 険 医 の 診 療 方 針 等 （ 第 十 二 条 ― 第 二 十 三 条 の 二 ）  

 第 三 章  雑 則 （ 第 二 十 四 条 ）  

 附 則   

 

   第 一 章  保 険 医 療 機 関 の 療 養 担 当  

 

（ 療 養 の 給 付 の 担 当 の 範 囲 ）  

第 一 条  保 険 医 療 機 関 が 担 当 す る 療 養 の 給 付 並 び に 被 保 険 者 及 び 被 保 険 者 で あ っ た 者 並 び に こ れ ら の 者 の 被 扶 養

者 の 療 養 （ 以 下 単 に 「 療 養 の 給 付 」 と い う 。） の 範 囲 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  診 察  

二  薬 剤 又 は 治 療 材 料 の 支 給  

三  処 置 、 手 術 そ の 他 の 治 療  

四  居 宅 に お け る 療 養 上 の 管 理 及 び そ の 療 養 に 伴 う 世 話 そ の 他 の 看 護  

五  病 院 又 は 診 療 所 へ の 入 院 及 び そ の 療 養 に 伴 う 世 話 そ の 他 の 看 護  

 

（ 療 養 の 給 付 の 担 当 方 針 ）  

第 二 条  保 険 医 療 機 関 は 、 懇 切 丁 寧 に 療 養 の 給 付 を 担 当 し な け れ ば な ら な い 。  

２  保 険 医 療 機 関 が 担 当 す る 療 養 の 給 付 は 、被 保 険 者 及 び 被 保 険 者 で あ っ た 者 並 び に こ れ ら の 者 の 被 扶 養 者 で あ る

患 者 （ 以 下 単 に 「 患 者 」 と い う 。） の 療 養 上 妥 当 適 切 な も の で な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 診 療 に 関 す る 照 会 ）  

第 二 条 の 二  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 担 当 し た 療 養 の 給 付 に 係 る 患 者 の 疾 病 又 は 負 傷 に 関 し 、他 の 保 険 医 療 機 関 か ら

照 会 が あ っ た 場 合 に は 、 こ れ に 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 適 正 な 手 続 の 確 保 ）  
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第 二 条 の 三  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 担 当 す る 療 養 の 給 付 に 関 し 、厚 生 労 働 大 臣 又 は 地 方 厚 生 局 長 若 し く は 地 方 厚 生

支 局 長 に 対 す る 申 請 、 届 出 等 に 係 る 手 続 及 び 療 養 の 給 付 に 関 す る 費 用 の 請 求 に 係 る 手 続 を 適 正 に 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

 

（ 健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 の 確 保 ）  

第 二 条 の 四  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 担 当 す る 療 養 の 給 付 に 関 し 、健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 を 損 な う こ と の な い よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 経 済 上 の 利 益 の 提 供 に よ る 誘 引 の 禁 止 ）  

 

第 二 条 の 四 の 二  保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 に 対 し て 、 第 五 条 の 規 定 に よ り 受 領 す る 費 用 の 額 に 応 じ て 当 該 保 険 医 療

機 関 が 行 う 収 益 業 務 に 係 る 物 品 の 対 価 の 額 の 値 引 き を す る こ と そ の 他 の 健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 を 損

な う お そ れ の あ る 経 済 上 の 利 益 の 提 供 に よ り 、当 該 患 者 が 自 己 の 保 険 医 療 機 関 に お い て 診 療 を 受 け る よ う

に 誘 引 し て は な ら な い 。  

 

※  平 成 2４ 年 １ ０ 月 1 日 施 行  

（ 特 定 の 保 険 薬 局 へ の 誘 導 の 禁 止 ）  

第 二 条 の 五  保 険 医 療 機 関 は 、 当 該 保 険 医 療 機 関 に お い て 健 康 保 険 の 診 療 に 従 事 し て い る 保 険 医 （ 以 下 「 保 険 医 」

と い う 。）の 行 う 処 方 せ ん の 交 付 に 関 し 、患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬 局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き 旨 の 指 示 等 を

行 つ て は な ら な い 。  

２  保 険 医 療 機 関 は 、保 険 医 の 行 う 処 方 せ ん の 交 付 に 関 し 、患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬 局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ

き 旨 の 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し て 、 保 険 薬 局 か ら 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 収 受 し て は な ら な い 。  

 

（ 掲 示 ）  

第 二 条 の 六  保 険 医 療 機 関 は 、 その 病 院 又 は 診 療 所 内 の 見 や す い 場 所 に 、 第五 条 の 三 第 四 項 、 第五 条 の 三 の 二 第 四

項 及 び 第 五 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 の ほ か 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 事 項 を 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 受 給 資 格 の 確 認 ）  

第 三 条  保 険 医 療 機 関 は 、患 者 か ら 療 養 の 給 付 を 受 け る こ と を 求 め ら れ た 場 合 に は 、そ の 者 の 提 出 す る 被 保 険 者 証

に よ っ て 療 養 の 給 付 を 受 け る 資 格 が あ る こ と を 確 め な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得 な い 事 由 に よ っ

て 被 保 険 者 証 を 提 出 す る こ と が で き な い 患 者 で あ っ て 、 療 養 の 給 付 を 受 け る 資 格 が 明 ら か な も の に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。  

 

（ 要 介 護 被 保 険 者 等 の 確 認 ）  

第 三 条 の 二  保 険 医 療 機 関 等 は 、患 者 に 対 し 、訪 問 看 護 、訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン そ の 他 の 介 護 保 険 法（ 平 成 九 年

法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 居 宅 サ ー ビ ス 又 は 同 法 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 サ ー

ビ ス に 相 当 す る 療 養 の 給 付 を 行 う に 当 た っ て は 、 同 法 第 十 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 証 の 提 示 を 求 め る な

ど に よ り 、 当 該 患 者 が 同 法 第 六 十 二 条 に 規 定 す る 要 介 護 被 保 険 者 等 で あ る か 否 か の 確 認 を 行 う も の と す る 。  

 

（ 被 保 険 者 証 の 返 還 ）  

第 四 条  保 険 医 療 機 関 は 、当 該 患 者 に 対 す る 療 養 の 給 付 を 担 当 し な く な っ た と き 、そ の 他 正 当 な 理 由 に よ り 当 該 患

者 か ら 被 保 険 者 証 の 返 還 を 求 め ら れ た と き は 、 こ れ を 遅 滞 な く 当 該 患 者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

当 該 患 者 が 死 亡 し た 場 合 は 、健 康 保 険 法（ 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 。以 下「 法 」と い う 。）第 百 条 、第 百 五 条 又

は 第 百 十 三 条 の 規 定 に よ り 埋 葬 料 、 埋 葬 費 又 は 家 族 埋 葬 料 を 受 け る べ き 者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 一 部 負 担 金 等 の 受 領 ）  

第 五 条  保 険 医 療 機 関 は 、被 保 険 者 又 は 被 保 険 者 で あ っ た 者 に つ い て は 法 第 七 十 四 条 の 規 定 に よ る 一 部 負 担 金 、法

第 八 十 五 条 に 規 定 す る 食 事 療 養 標 準 負 担 額 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 が 標 準 負 担 額 に 満 た な

い と き は 、 当 該 費 用 の 額 と す る 。 以 下 単 に 「 食 事 療 養 標 準 負 担 額 」 と い う 。）、 法 第 八 十 五 条 の 二 に 規 定 す る 生

活 療 養 標 準 負 担 額 （ 同 第 二 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 が 生 活 療 養 標 準 負 担 額 に 満 た な い と き は 、 当 該 費

用 の 額 と す る 。以 下 単 に「 生 活 療 養 標 準 負 担 額 」と い う 。）又 は 法 第 八 十 六 条 の 規 定 に よ る 療 養（ 法 第 六 十 三 条

第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 食 事 療 養（ 以 下「 食 事 療 養 」と い う 。）及 び 同 行 第 二 号 に 規 定 す る 生 活 療 養（ 以 下「 生

活 療 養 」 と い う 。） を 除 く 。） に つ い て の 費 用 の 額 に 法 第 七 十 四 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 同 項

各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 （ 食 事 療 養 を 行 っ た 場 合 に お い て は 食 事 療 養 標 準 負 担 額 を 加 え た 額 と し 、 生

活 療 養 を 行 っ た 場 合 に お い て は 生 活 療 養 標 準 負 担 額 を 加 え た 額 と す る 。）の 支 払 を 、被 扶 養 者 に つ い て は 法 第 七

十 六 条 第 二 項 、 第 八 十 五 条 第 二 項 、 第 八 十 五 条 の 二 第 二 項 又 は 第 八 十 六 条 第 二 項 第 一 号 の 費 用 の 額 の 算 定 の 例

に よ り 算 定 さ れ た 費 用 の 額 か ら 法 第 百 十 条 の 規 定 に よ る 家 族 療 養 費 と し て 支 給 さ れ る 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し

た 額 の 支 払 を 受 け る も の と す る 。  

２  保 険 医 療 機 関 は 、食 事 療 養 に 関 し 、当 該 療 養 に 要 す る 費 用 の 範 囲 内 に お い て 法 第 八 十 五 条 第 二 項 又 は 第 百 十 条

第 三 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 を 超 え る 金 額 の 支 払 を 、 生 活 療 養 に 関 し 、 当 該 療 養 に 要 す る 費 用 の 範 囲

内 に お い て 法 第 八 十 五 条 の 二 第 二 項 又 は 第 百 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 を 超 え る 金 額 の 支 払 い

を 、法 第 六 十 三 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 評 価 療 養（ 以 下「 評 価 療 養 」と い う 。）又 は 同 項 第 四 号 に 規 定 す る 選

定 療 養（ 以 下「 選 定 療 養 」と い う 。）に 関 し 、当 該 療 養 に 要 す る 費 用 の 範 囲 内 に お い て 法 第 八 十 六 条 第 二 項 又 は

第 百 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 を 超 え る 金 額 の 支 払 を 受 け る こ と が で き る 。  

 

（ 領 収 証 等 の 交 付 ）  

第 五 条 の 二  保 険 医 療 機 関 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 患 者 か ら 費 用 の 支 払 を 受 け る と き は 、 正 当 な 理 由 が な い 限 り 、

個 別 の 費 用 ご と に 区 分 し て 記 載 し た 領 収 証 を 無 償 で 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 に 規 定 す る 明 細 書 の 交 付 は 、 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 無 償 で 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 保 険 医 療 機 関 は 、 前 項 に 規 定 す る 領 収 証 を 交 付 す る と き は 、 正 当 な 理 由 が な い 限 り 、

当 該 費 用 の 計 算 の 基 礎 と な っ た 項 目 ご と に 記 載 し た 明 細 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 領 収 証 を 交 付

す る に 当 た り 明 細 書 を 常 に 交 付 す る こ と が 困 難 で あ る こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 は 、 患 者 か ら 求 め ら

れ た と き に 交 付 す る こ と で 足 り る も の と す る 。  

 

※  第 五 条 の 二 に つ い て は 、 平 成 26 年 4 月 1 日 施 行  

 

※  た だ し 、400 床 以 上 の 病 院 を 除 き 、明 細 書 を 常 に 交 付 す る こ と が 困 難 で あ る こ と に つ い て 正 当 な 理 由 が

あ る 場 合 に は 、 当 分 の 間 、 患 者 か ら 求 め ら れ た と き に 明 細 書 を 交 付 す る こ と で 足 り る 。 ま た 、 正 当 な

理 由 が あ る 場 合 に は 当 分 の 間 有 償 で 発 行 す る こ と が で き る 。  

（ 食 事 療 養 ）  

第 五 条 の 三  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 入 院 患 者 に 対 し て 食 事 療 養 を 行 う に 当 た っ て は 、病 状 に 応 じ て 適 切 に 行 う と と

も に 、 そ の 提 供 す る 食 事 の 内 容 の 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  保 険 医 療 機 関 は 、 食事 療 養 を 行 う 場 合 に は 、 次項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 食事 療 養 標 準 負 担 額 の 支 払 を 受 け る

こ と に よ り 食 事 を 提 供 す る も の と す る 。  

３  保 険 医 療 機 関 は 、 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 支 払 を 受 け て 食 事 療 養 を 行 う 場 合 に は 、  

当 該 療 養 に ふ さ わ し い 内 容 の も の と す る ほ か 、 当該 療 養 を 行 う に 当 た り 、 あら か じ め 、 患者 に 対 し そ の 内 容 及 び 費

用 に 関 し て 説 明 を 行 い 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

４  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 病 院 又 は 診 療 所 の 病 棟 等 の 見 や す い 場 所 に 、前 項 の 療 養 の 内 容 及 び 費 用 に 関 す る 事 項 を

掲 示 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 生 活 療 養 ）  

第 五 条 の 三 の 二  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 入 院 患 者 に 対 し て 生 活 療 養 を 行 う に 当 た っ て は 、病 状 に 応 じ て 適 切 に 行 う

と と も に 、 そ の 提 供 す る 食 事 の 内 容 の 向 上 並 び に 温 度 、 証 明 及 び 給 水 に 関 す る 適 切 な 療 養 環 境 の 形 成 に 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

２  保 険 医 療 機 関 は 、 生活 療 養 を 行 う 場 合 に は 、 次項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 生活 療 養 標 準 負 担 額 の 支 払 い を 受 け

る こ と に よ り 食 事 を 提 供 し 、 温 度 、 証 明 及 び 給 水 に 関 す る 適 切 な 療 養 環 境 を 形 成 す る も の と す る 。  

３  保 険 医 療 機 関 は 、第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 支 払 い を 受 け て 生 活 療 養 を 行 う 場 合 に は 、当 該 療 養 に ふ さ わ し い

内 容 の も の と す る ほ か 、 当 該 療 養 を 行 う に 当 た り 、 あ ら か じ め 、 患 者 に 対 し そ の 内 容 及 び 費 用 に 関 し て 説 明 を

行 い 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

４  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 病 院 又 は 診 療 所 の 病 棟 等 の 見 や す い 場 所 に 、前 項 の 療 養 の 内 容 及 び 費 用 に 関 す る 次 項 を

掲 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る 療 養 の 基 準 等 ）  

第 五 条 の 四  保 険 医 療 機 関 は 、評 価 療 養 又 は 選 定 療 養 に 関 し て 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 支 払 を 受 け よ う と す る 場

合 に お い て 、 当 該 療 養 を 行 う に 当 た り 、 そ の 種 類 及 び 内 容 に 応 じ て 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 従 わ な け れ ば

な ら な い ほ か 、 あ ら か じ め 、 患 者 に 対 し そ の 内 容 及 び 費 用 に 関 し て 説 明 を 行 い 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な

い 。  

２  保 険 医 療 機 関 は 、そ の 病 院 又 は 診 療 所 の 見 や す い 場 所 に 、前 項 の 療 養 の 内 容 及 び 費 用 に 関 す る 事 項 を 掲 示 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

（ 証 明 書 等 の 交 付 ）  

第 六 条  保 険 医 療 機 関 は 、患 者 か ら 保 険 給 付 を 受 け る た め に 必 要 な 保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 医 の 証 明 書 、意 見 書 等 の

交 付 を 求 め ら れ た と き は 、 無 償 で 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 療 養 費

（ 柔 道 整 復 を 除 く 施 術 に 係 る も の に 限 る 。）、 法 第 九 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 傷 病 手 当 金 、 法 第 百 一 条 の 規 定

に よ る 出 産 育 児 一 時 金 、 法 第 百 二 条 の 規 定 に よ る 出 産 手 当 金 又 は 法 第 百 十 四 条 の 規 定 に よ る 家 族 出 産 育 児 一 時

金 に 係 る 証 明 書 又 は 意 見 書 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ 指 定 訪 問 看 護 の 事 業 の 説 明 ）  

第 七 条  保 険 医 療 機 関 は 、患 者 が 指 定 訪 問 看 護 事 業 者（ 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 並 び に

介 護 保 険 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者（ 訪 問 看 護 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。）及 び 同

法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者（ 介 護 予 防 訪 問 看 護 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。）を い う

。以 下 同 じ 。）か ら 指 定 訪 問 看 護（ 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 看 護 並 び に 介 護 保 険 法 第 四 十 一 条 第

一 項 本 文 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス（ 同 法 第 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 訪 問 看 護 の 場 合 に 限 る 。）及 び 同 法 第 五 十

三 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス （ 同 法 第 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 訪 問 看 護 の 場 合 に 限

る 。） を い う 。 以 下 同 じ 。） を 受 け る 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 に は 、 当 該 患 者 に 対 し そ の 利 用 手 続 、 提 供 方 法 及

び 内 容 等 に つ き 十 分 説 明 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 診 療 録 の 記 載 及 び 整 備 ）  

第 八 条  保 険 医 療 機 関 は 、第 二 十 二 条 の 規 定 に よ る 診 療 録 に 療 養 の 給 付 の 担 当 に 関 し 必 要 な 事 項 を 記 載 し 、こ れ を

他 の 診 療 録 と 区 別 し て 整 備 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 帳 簿 等 の 保 存 ）  

第 九 条  保 険 医 療 機 関 は 、療 養 の 給 付 の 担 当 に 関 す る 帳 簿 及 び 書 類 そ の 他 の 記 録 を そ の 完 結 の 日 か ら 三 年 間 保 存 し
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な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 患 者 の 診 療 録 に あ っ て は 、 そ の 完 結 の 日 か ら 五 年 間 と す る 。  

 

（ 通 知 ）  

第 十 条  保 険 医 療 機 関 は 、患 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に は 、遅 滞 な く 、意 見 を 附 し て 、そ の 旨 を 全 国 健 康

保 険 協 会 及 び 当 該 健 康 保 険 組 合 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

一  家 庭 事 情 等 の た め 退 院 が 困 難 で あ る と 認 め ら れ た と き 。  

二  闘 争 、 泥 酔 又 は 著 し い 不 行 跡 に よ っ て 事 故 を 起 し た と 認 め ら れ た と き 。  

三  正 当 な 理 由 が な く て 、 療 養 に 関 す る 指 揮 に 従 わ な い と き 。  

四  詐 欺 そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 、 療 養 の 給 付 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と し た と き 。  

 

（ 入 院 ）  

第 十 一 条  保 険 医 療 機 関 は 、 患 者 の 入 院 に 関 し て は 、 療 養 上 必 要 な 寝 具 類 を 具 備 し 、 そ の 使 用 に 供 す る と と も に 、

そ の 病 状 に 応 じ て 適 切 に 行 い 、 療 養 上 必 要 な 事 項 に つ い て 適 切 な 注 意 及 び 指 導 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  保 険 医 療 機 関 は 、病 院 に あ っ て は 、医 療 法（ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ）の 規 定 に 基 づ き 許 可 を 受 け 、若 し

く は 届 出 を し 、 又 は 承 認 を 受 け た 病 床 数 の 範 囲 内 で 、 診 療 所 に あ っ て は 、 同 法 の 規 定 に 基 づ き 許 可 を 受 け 、 若

し く は 届 出 を し 、 又 は 通 知 を し た 病 床 数 の 範 囲 内 で 、 そ れ ぞ れ 患 者 を 入 院 さ せ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 災

害 そ の 他 の や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ 看 護 ）  

第 十 一 条 の 二  保 険 医 療 機 関 は 、 その 入 院 患 者 に 対 し て 、 患者 の 負 担 に よ り 、 当該 保 険 医 療 機 関 の 従 業 者 以 外 の 者

に よ る 看 護 を 受 け さ せ て は な ら な い 。  

２  保 険 医 療 機 関 は 、当 該 保 険 医 療 機 関 の 従 業 者 に よ る 看 護 を 行 う た め 、従 業 者 の 確 保 等 必 要 な 体 制 の 整 備 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 報 告 ）  

第 十 一 条 の 三  保 険 医 療 機 関 は 、厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 療 養 の 給 付 の 担 当 に 関 す る 事 項 に つ い て 、地 方 厚 生 局 長 又

は 地 方 厚 生 支 局 長 に 定 期 的 に 報 告 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、当 該 保 険 医 療 機 関 の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 厚 生 局 又 は 地 方 厚 生 支 局 長 の 分 室 が あ る

場 合 に お い て は 、 当 該 分 室 を 経 由 し て 行 う も の と す る 。
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   第 二 章  保 険 医 の 診 療 方 針 等  

 

（ 診 療 の 一 般 的 方 針 ）  

第 十 二 条  保 険 医 の 診 療 は 、一 般 に 医 師 又 は 歯 科 医 師 と し て 診 療 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 疾 病 又 は 負 傷 に 対 し て

、 適 確 な 診 断 を も と と し 、 患 者 の 健 康 の 保 持 増 進 上 妥 当 適 切 に 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 療 養 及 び 指 導 の 基 本 準 則 ）  

第 十 三 条  保 険 医 は 、 診療 に 当 つ て は 、 懇切 丁 寧 を 旨 と し 、 療養 上 必 要 な 事 項 は 理 解 し 易 い よ う に 指 導 し な け れ ば

な ら な い 。  

 

（ 指 導 ）  

第 十 四 条  保 険 医 は 、 診療 に あ た っ て は 常 に 医 学 の 立 場 を 堅 持 し て 、 患者 の 心 身 の 状 態 を 観 察 し 、 心理 的 な 効 果 を

も 挙 げ る こ と が で き る よ う 適 切 な 指 導 を し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 十 五 条  保 険 医 は 、患 者 に 対 し 予 防 衛 生 及 び 環 境 衛 生 の 思 想 の か ん 養 に 努 め 、適 切 な 指 導 を し な け れ ば な ら な い

。  

 

（ 転 医 及 び 対 診 ）  

第 十 六 条  保 険 医 は 、患 者 の 疾 病 又 は 負 傷 が 自 己 の 専 門 外 に わ た る も の で あ る と き 、又 は そ の 診 療 に つ い て 疑 義 が

あ る と き は 、 他 の 保 険 医 療 機 関 へ 転 医 さ せ 、 又 は 他 の 保 険 医 の 対 診 を 求 め る 等 診 療 に つ い て 適 切 な 措 置 を 講 じ

な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 診 療 に 関 す る 照 会 ）  

第 十 六 条 の 二  保 険 医 は 、そ の 診 療 し た 患 者 の 疾 病 又 は 負 傷 に 関 し 、他 の 保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 医 か ら 照 会 が あ っ

た 場 合 に は 、 こ れ に 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 施 術 の 同 意 ）  

第 十 七 条  保 険 医 は 、 患者 の 疾 病 又 は 負 傷 が 自 己 の 専 門 外 に わ た る も の で あ る と い う 理 由 に よ つ て 、 みだ り に 、施

術 業 者 の 施 術 を 受 け さ せ る こ と に 同 意 を 与 え て は な ら な い 。  

 

（ 特 殊 療 法 等 の 禁 止 ）  

第 十 八 条  保 険 医 は 、特 殊 な 療 法 又 は 新 し い 療 法 等 に つ い て は 、厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る も の の ほ か 行 つ て は な ら な

い 。  

 

（ 使 用 医 薬 品 及 び 歯 科 材 料 ）  

第 十 九 条  保 険 医 は 、 厚生 労 働 大 臣 の 定 め る 医 薬 品 以 外 の 薬 物 を 患 者 に 施 用 し 、 又は 処 方 し て は な ら な い 。 ただ し

、薬 事 法（ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ）第 二 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 治 験（ 以 下「 治 験 」と い う 。）に 係 る 診

療 に お い て 、 当 該 治 験 の 対 象 と さ れ る 薬 物 を 使 用 す る 場 合 そ の 他 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 場 合 に お い て は 、 こ の

限 り で な い 。  

２  歯 科 医 師 で あ る 保 険 医 は 、厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 歯 科 材 料 以 外 の 歯 科 材 料 を 歯 冠 修 復 及 び 欠 損 補 綴 に お い て 使

用 し て は な ら な い 。 た だ し 、 治 験 に 係 る 診 療 に お い て 、 当 該 治 験 の 対 象 と さ れ る 機 械 器 具 等 を 使 用 す る 場 合 そ

の 他 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ 健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 の 確 保 ）  
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第 十 九 条 の 二  保 険 医 は 、診 療 に 当 た っ て は 、健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 を 損 な う 行 為 を 行 う こ と の な い よ う 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 特 定 の 保 険 薬 局 へ の 誘 導 の 禁 止 ）  

第 十 九 条 の 三  保 険 医 は 、処 方 せ ん の 交 付 に 関 し 、患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬 局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き 旨 の 指

示 等 を 行 つ て は な ら な い 。  

２  保 険 医 は 、処 方 せ ん の 交 付 に 関 し 、患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬 局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き 旨 の 指 示 等 を 行 う

こ と の 対 償 と し て 、 保 険 薬 局 か ら 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 収 受 し て は な ら な い 。  

 

（ 指 定 訪 問 看 護 事 業 と の 関 係 ）  

第 十 九 条 の 四  医 師 で あ る 保 険 医 は 、患 者 か ら 訪 問 看 護 指 示 書 の 交 付 を 求 め ら れ 、そ の 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 に

は 、 速 や か に 、 当 該 患 者 の 選 定 す る 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン （ 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 が 当 該 指 定 に 係 る 訪 問 看 護 事

業 を 行 う 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  医 師 で あ る 保 険 医 は 、 訪問 看 護 指 示 書 に 基 づ き 、 適切 な 訪 問 看 護 が 提 供 さ れ る よ う 、 訪問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 及

び そ の 従 業 者 か ら の 相 談 に 際 し て は 、 当 該 指 定 訪 問 看 護 を 受 け る 者 の 療 養 上 必 要 な 事 項 に つ い て 適 切 な 注 意 及

び 指 導 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 診 療 の 具 体 的 方 針 ）  

第 二 十 条  医 師 で あ る 保 険 医 の 診 療 の 具 体 的 方 針 は 、前 十 二 条 の 規 定 に よ る ほ か 、次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る も の と

す る 。  

一  診 察  

イ  診 察 は 、 特 に 患 者 の 職 業 上 及 び 環 境 上 の 特 性 等 を 顧 慮 し て 行 う 。  

ロ  診 察 を 行 う 場 合 は 、 患 者 の 服 薬 状 況 及 び 薬 剤 服 用 歴 を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得

な い 場 合 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

ハ  健 康 診 断 は 、 療 養 の 給 付 の 対 象 と し て 行 つ て は な ら な い 。  

ニ  往 診 は 、 診 療 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ホ  各 種 の 検 査 は 、 診 療 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ヘ  ホ に よ る ほ か 、 各 種 の 検 査 は 、 研 究 の 目 的 を も つ て 行 つ て は な ら な い 。 た だ し 、 治 験 に 係 る 検 査 に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

二  投 薬  

イ  投 薬 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ロ  治 療 上 一 剤 で 足 り る 場 合 に は 一 剤 を 投 与 し 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 二 剤 以 上 を 投 与 す る 。  

ハ  同 一 の 投 薬 は 、 み だ り に 反 覆 せ ず 、 症 状 の 経 過 に 応 じ て 投 薬 の 内 容 を 変 更 す る 等 の 考 慮 を し な け れ ば な

ら な い 。  

ニ  投 薬 を 行 う に 当 た っ て は 、 薬 事 法 第 十 四 条 の 四 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 医 薬 品 （ 以 下 「 新 医 薬 品 等 」 と い う

。） と そ の 有 効 成 分 、 分 量 、 用 法 、 用 量 、 効 能 及 び 効 果 が 同 一 性 を 有 す る 医 薬 品 と し て 、 同 法 第 十 四 条 の

規 定 に よ る 製 造 販 売 の 承 認 （ 以 下 「 承 認 」 と い う 。） が な さ れ た も の （ た だ し 、 同 法 第 十 四 条 の 四 第 一 項

第 二 号 に 掲 げ る 医 薬 品 並 び に 新 医 薬 品 等 に 係 る 承 認 を 受 け て い る 者 が 、当 該 承 認 に 係 る 医 薬 品 と 有 効 成 分

、分 量 、用 法 、用 量 、効 能 及 び 効 果 が 同 一 で あ っ て そ の 形 状 、有 効 成 分 の 含 量 又 は 有 効 成 分 以 外 の 成 分 若

し く は そ の 含 量 が 異 な る 医 薬 品 に 係 る 承 認 を 受 け て い る 場 合 に お け る 当 該 医 薬 品 を 除 く 。）（ 以 下「 後 発 医

薬 品 」 と い う 。） の 使 用 を 考 慮 す る と と も に 、 患 者 に 後 発 医 薬 品 を 選 択 す る 機 会 を 提 供 す る こ と 等 患 者 が

後 発 医 薬 品 を 選 択 し や す く す る た め の 対 応 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

ホ  栄 養 、 安 静 、 運 動 、 職 場 転 換 そ の 他 療 養 上 の 注 意 を 行 う こ と に よ り 、 治 療 の 効 果 を 挙 げ る こ と が で き る

と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ れ ら に 関 し 指 導 を 行 い 、 み だ り に 投 薬 を し て は な ら な い 。  
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ヘ  投 薬 量 は 、 予 見 す る こ と が で き る 必 要 期 間 に 従 っ た も の で な け れ ば な ら な い こ と と し 、 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 に つ い て は 当 該 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 ご と に 一 回 十 四 日 分 、三

十 日 分 又 は 九 十 日 分 を 限 度 と す る 。  

ト  注 射 薬 は 、 患 者 に 療 養 上 必 要 な 事 項 に つ い て 適 切 な 注 意 及 び 指 導 を 行 い 、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 注 射 薬

に 限 り 投 与 す る こ と が で き る こ と と し 、そ の 投 与 量 は 、症 状 の 経 過 に 応 じ た も の で な け れ ば な ら ず 、厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る も の に つ い て は 当 該 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の ご と に 一 回 十 四 日 分 、三 十 日 分 又 は 九 十

日 分 を 限 度 と す る 。  

三  処 方 せ ん の 交 付  

イ  処 方 せ ん の 使 用 期 間 は 、 交 付 の 日 を 含 め て 四 日 以 内 と す る 。 た だ し 、 長 期 の 旅 行 等 特 殊 の 事 情 が あ る と

認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

ロ  前 イ に よ る ほ か 、 処 方 せ ん の 交 付 に 関 し て は 、 前 号 に 定 め る 投 薬 の 例 に よ る 。  

四  注 射  

イ  注 射 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 行 う 。  

(１ ) 経 口 投 与 に よ っ て 胃 腸 障 害 を 起 す お そ れ が あ る と き 、経 口 投 与 を す る こ と が で き な い と き 、又 は 経 口 投

与 に よ っ て は 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が で き な い と き 。  

(２ ) 特 に 迅 速 な 治 療 の 効 果 を 期 待 す る 必 要 が あ る と き 。  

(３ ) そ の 他 注 射 に よ ら な け れ ば 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が 困 難 で あ る と き 。  

ロ  注 射 を 行 う に 当 た っ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

ハ  内 服 薬 と の 併 用 は 、 こ れ に よ っ て 著 し く 治 療 の 効 果 を 挙 げ る こ と が 明 ら か な 場 合 又 は 内 服 薬 の 投 与 だ け

で は 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 に 限 っ て 行 う 。  

ニ  混 合 注 射 は 、 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ホ  輸 血 又 は 電 解 質 若 し く は 血 液 代 用 剤 の 補 液 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

五  手 術 及 び 処 置  

イ  手 術 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ロ  処 置 は 、 必 要 の 程 度 に お い て 行 う 。  

六  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

六 の 二  居 宅 に お け る 療 養 上 の 管 理 等  

居 宅 に お け る 療 養 上 の 管 理 及 び 看 護 は 、 療 養 上 適 切 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

七  入 院  

イ  入 院 の 指 示 は 、 療 養 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ロ  単 な る 疲 労 回 復 、 正 常 分 べ ん 又 は 通 院 の 不 便 等 の た め の 入 院 の 指 示 は 行 わ な い 。  

ハ  保 険 医 は 、 患 者 の 負 担 に よ り 、 患 者 に 保 険 医 療 機 関 の 従 業 者 以 外 の 者 に よ る 看 護 を 受 け さ せ て は な ら な

い 。  

 

（ 歯 科 診 療 の 具 体 的 方 針 ）  

第 二 十 一 条  歯 科 医 師 で あ る 保 険 医 の 診 療 の 具 体 的 方 針 は 、第 十 二 条 か ら 第 十 九 条 の 三 ま で の 規 定 に よ る ほ か 、次

に 掲 げ る と こ ろ に よ る も の と す る 。  

一  診 察  

イ  診 察 は 、 特 に 患 者 の 職 業 上 及 び 環 境 上 の 特 性 等 を 顧 慮 し て 行 う 。  

ロ  診 察 を 行 う 場 合 は 、 患 者 の 服 薬 状 況 及 び 薬 剤 使 用 歴 を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 や む を 得

な い 場 合 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

ハ  健 康 診 断 は 、 療 養 の 給 付 の 対 象 と し て 行 つ て は な ら な い 。  

ニ  往 診 は 、 診 療 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  
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ホ  各 種 の 検 査 は 、 診 療 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ヘ  ホ に よ る ほ か 、 各 種 の 検 査 は 、 研 究 の 目 的 を も つ て 行 つ て は な ら な い 。 た だ し 、 治 験 に 係 る 検 査 に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

二  投 薬  

イ  投 薬 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ロ  治 療 上 一 剤 で 足 り る 場 合 に は 一 剤 を 投 与 し 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 二 剤 以 上 を 投 与 す る 。  

ハ  同 一 の 投 薬 は 、 み だ り に 反 覆 せ ず 、 症 状 の 経 過 に 応 じ て 投 薬 の 内 容 を 変 更 す る 等 の 考 慮 を し な け れ ば な

ら な い 。  

ニ  投 薬 を 行 う に 当 た っ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る と と も に 、 患 者 に 後 発 医 薬 品 を 選 択 す る 機 会 を

提 供 す る こ と 等 患 者 が 後 発 医 薬 品 を 選 択 し や す く す る た め の 対 応 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

ホ  栄 養 、 安 静 、 運 動 、 職 場 転 換 そ の 他 療 養 上 の 注 意 を 行 う こ と に よ り 、 治 療 の 効 果 を 挙 げ る こ と が で き る

と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ れ ら に 関 し 指 導 を 行 い 、 み だ り に 投 薬 を し て は な ら な い 。  

ヘ  投 薬 量 は 、 予 見 す る こ と が で き る 必 要 期 間 に 従 っ た も の で な け れ ば な ら な い こ と と し 、 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 に つ い て は 当 該 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 ご と に 一 回 十 四 日 分 、三

十 日 分 又 は 九 十 日 分 を 限 度 と す る 。  

三  処 方 せ ん の 交 付  

イ  処 方 せ ん の 使 用 期 間 は 、 交 付 の 日 を 含 め て 四 日 以 内 と す る 。 た だ し 、 長 期 の 旅 行 等 特 殊 の 事 情 が あ る と

認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

ロ  前 イ に よ る ほ か 、 処 方 せ ん の 交 付 に 関 し て は 、 前 号 に 定 め る 投 薬 の 例 に よ る 。  

四  注 射  

イ  注 射 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 行 う 。  

(１ ) 経 口 投 与 に よ っ て 胃 腸 障 害 を 起 す お そ れ が あ る と き 、 経 口 投 与 を す る こ と が で き な い と き 、 又 は 経 口

投 与 に よ っ て は 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が で き な い と き 。  

(２ ) 特 に 迅 速 な 治 療 の 効 果 を 期 待 す る 必 要 が あ る と き 。  

(３ ) そ の 他 注 射 に よ ら な け れ ば 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が 困 難 で あ る と き 。  

ロ  注 射 を 行 う に 当 た っ て は 、 後 発 医 薬 品 の 使 用 を 考 慮 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

ハ  内 服 薬 と の 併 用 は 、 こ れ に よ っ て 著 し く 治 療 の 効 果 を 挙 げ る こ と が 明 ら か な 場 合 又 は 内 服 薬 の 投 与 だ け

で は 治 療 の 効 果 を 期 待 す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 に 限 っ て 行 う 。  

ニ  混 合 注 射 は 、 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ホ  輸 血 又 は 電 解 質 若 し く は 血 液 代 用 剤 の 補 液 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

五  手 術 及 び 処 置  

イ  手 術 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ロ  処 置 は 、 必 要 の 程 度 に お い て 行 う 。  

六  歯 冠 修 復 及 び 欠 損 補 綴  

歯 冠 修 復 及 び 欠 損 補 綴 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に よ っ て 行 う 。  

イ  歯 冠 修 復  

(1) 歯 冠 修 復 は 、 必要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う と と も に 、 これ を 行 っ た 場 合 は 、 歯冠 修 復 物 の 維 持 管  

理 に 努 め る も の と す る 。  

(2) 歯 冠 修 復 に お い て 金 属 を 使 用 す る 場 合 は 、 代 用 合 金 を 使 用 す る も の と す る 。 た だ し 、 前 歯 部 の 金 属 歯  

ロ  欠 損 補 綴  

冠 修 復 に つ い て は 金 合 金 又 は 白 金 加 金 を 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 (1)有 床 義 歯  

(一 ) 有 床 義 歯 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

(二 ) 鉤 は 、 金 位 十 四 カ ラ ッ ト 合 金 又 は 代 用 合 金 を 使 用 す る 。  
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(三 ) バ ー は 、 代 用 合 金 を 使 用 す る 。  

(２ ) ブ リ ッ ジ  

(一 ) ブ リ ッ ジ は 、必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う と と も に 、こ れ を 行 つ た 場 合 は 、そ の 維 持 管 理 に  

努 め る も の と す る 。  

(二 ) ブ リ ッ ジ は 、 金 位 十 四 カ ラ ッ ト 合 金 又 は 代 用 合 金 を 使 用 す る 。 た だ し 、 金 位 十 四 カ ラ ッ ト 合 金 は 、 

前 歯 部 の 複 雑 窩 洞 又 は ポ ン テ ィ ッ ク に 限 っ て 使 用 す る 。  

(３ ) 口 蓋 補 綴 及 び 顎 補 綴 並 び に 広 範 囲 顎 骨 支 持 型 補 綴  

七  リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  

口 蓋 補 綴 及 び 顎 補 綴 並 び に 広 範 囲 顎 骨 支 持 型 補 綴 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

場 合 に 行 う 。  

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

七 の 二  居 宅 に お け る 療 養 上 の 管 理 等  

居 宅 に お け る 療 養 上 の 管 理 及 び 看 護 は 、 療 養 上 適 切 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

八  入 院  

イ  入 院 の 指 示 は 、 療 養 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 行 う 。  

ロ  通 院 の 不 便 等 の た め の 入 院 の 指 示 は 行 わ な い 。  

ハ  保 険 医 は 、 患 者 の 負 担 に よ り 、 患 者 に 保 険 医 療 機 関 の 従 業 者 以 外 の 者 に よ る 看 護 を 受 け さ せ て は な ら な

い 。  

九  歯 科

歯 科

矯 正  

矯 正

 

は 、療 養 の 給 付 の 対 象 と し て 行 つ て は な ら な い 。た だ し 、別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 場 合 に お い

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 診 療 録 の 記 載 ）  

第 二 十 二 条  保 険 医 は 、 患 者 の 診 療 を 行 っ た 場 合 に は 、 遅 滞 な く 、 様 式 第 一 号 又 は こ れ に 準 ず る 様 式 の 診 療 録 に 、

当 該 診 療 に 関 し 必 要 な 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 処 方 せ ん の 交 付 ）  

第 二 十 三 条  保 険 医 は 、処 方 せ ん を 交 付 す る 場 合 に は 、様 式 第 二 号 又 は こ れ に 準 ず る 様 式 の 処 方 せ ん に 必 要 な 事 項

を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

２  保 険 医 は 、 その 交 付 し た 処 方 せ ん に 関 し 、 保険 薬 剤 師 か ら 疑 義 の 照 会 が あ っ た 場 合 に は 、 これ に 適 切 に 対 応 し

な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 適 正 な 費 用 の 請 求 の 確 保 ）  

第 二 十 三 条 の 二  保 険 医 は 、そ の 行 っ た 診 療 に 関 す る 情 報 の 提 供 等 に つ い て 、保 険 医 療 機 関 が 行 う 療 養 の 給 付 に 関

す る 費 用 の 請 求 が 適 正 な も の と な る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

   第 三 章  雑 則  （ 略 ）  


